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【震災対策編】第１章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

８ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

(略) (略) 

(4) 電気通信事業者 （東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ

㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱） 

ア 電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象情報の伝達に

関すること。 

(略) (略) 

 

９ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

(略) (略) 

(4) 放送事業者 （信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野

朝日放送㈱、長野エフエム放送㈱、エルシーブ

イ㈱、㈱テレビ松本ケーブルビジョン、しおじ

りコミュニティ放送株式会社） 

 地震情報等広報に関すること。 

(略) (略) 
 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

８ 指定公共機関 

 

９ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

(略) (略) 

(4) 放送会社 （信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野

朝日放送㈱、長野エフエム放送㈱、エルシーブ

イ㈱、㈱テレビ松本ケーブルビジョン、しおじ

りコミュニティ放送株式会社） 

 地震情報等広報に関すること。 

(略) (略) 
 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

(略) (略) 

(4) 電気通信事業者 （東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ

㈱、ソフトバンク㈱） 

ア 電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象情報の伝達に

関すること。 

(略) (略) 

 

 

 

 

 

 

事業者の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 



2 / 45 

【震災対策編】第２章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 地震に強いまちづくり 

 

第３ 計画の内容 

 ２ 地震に強いまちづくり 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 地震に強い都市構造の形成 

      ａ 避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路につ    

いて災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定し

て道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送

配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつ

つ、無電柱化の促進を図る。 

(略) 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

f 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、 

災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成 

するよう努める。 

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直し 

を行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、計画の効果的な 

運用に努める。 

g 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設 

業団体等との災害協定の締結を推進する。 

h 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確 

保・育成に取り組む。 

i 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に 

第１節 地震に強いまちづくり 

 

第３ 計画の内容 

 ２ 地震に強いまちづくり 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 地震に強い都市構造の形成 

      ａ 避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路につい 

て災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して 

道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図 

る。 

 

(略) 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

（新設） 

 

 

 

 

 

    f 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設 

業団体等との災害協定の締結を推進する。 

g 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確 

保・育成に取り組む。 

h 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に 
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努める。 

 (略) 

ウ 県が実施する計画（全部局） 

(ｱ) 地震に強い都市構造の形成 

ａ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支 

援物資を届けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るた 

め、主要な拠点と高規格道路等のアクセス強化等、ネットワーク機 

能の向上、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の 

整備を図るものとする。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要 

な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、 

必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止または制限を行う 

とともに、国が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者におけ 

る無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。 

(略) 

   (ｶ) 災害応急対策等への備え 

f 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、 

災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成 

するよう努めるものとする。 

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直し 

を行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的 

な運用に努めるものとする。 

g 災害時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらか 

じめ市と救助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行う 

とともに、事務委任制度や救助実施市制度の積極的な活用により役 

割分担を明確化するなど、調整を行っておくものとする。 

h 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設 

業団体等との災害協定の締結を推進するものとする。 

i 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確 

努める。 

 (略) 

ウ 県が実施する計画（全部局） 

(ｱ) 地震に強い都市構造の形成 

ａ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支 

援物資を届けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るた 

め、主要な市街地等と高速道路のアクセス強化等、ネットワーク機 

能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じ 

て安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急 

輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交 

通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の 

禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図る。 

 

(略) 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

（新設） 

 

 

 

 

 

f 災害時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじ 

め市と救助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとと 

もに、事務委任制度や救助実施市制度の積極的な活用により役割分担 

を明確化するなど、調整を行っておくものとする。 

g 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業 

団体等との災害協定の締結を推進するものとする。 

h 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・ 
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保・育成に取り組むものとする。 

j 大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等か 

ら円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関 

わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係 

る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、 

燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努 

めるものとする。 

エ その他関係機関が実施する計画（全機関） 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

f 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災 

害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成する 

よう努めるものとする。 

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを 

行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運 

用に努めるものとする。 

g 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の 

管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保 

するよう努めるものとする。 

 

（別記）防災機能を有する市内道の駅一覧 

№ 所在地 道の駅名称 路線名 整備 

手法 

防災機能 駐車場 

面 積

(㎡) 

活動拠

点※ 

ヘリ

ポー

ト 

1 塩尻町 1090

番地 

小坂田公園 ( 国 )20

号 

単独型 ○  7,080

㎡ 

2 木 曽 平 沢 木曽ならか ( 国 )19 一 般 型 ○  3,990

育成に取り組むものとする。 

i 大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から 

円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる 

社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機 

関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確 

保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努めるもの 

とする。 

エ その他関係機関が実施する計画（全機関） 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

（新設） 

 

 

 

 

 

f 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の 

管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保 

するよう努めるものとする。 

 

（別記）防災機能を有する市内道の駅一覧 

№ 所在地 道の駅名称 路線名 整備 

手法 

防災機能 駐車場 

面 積

(㎡) 

活動拠

点※ 

ヘリ

ポー

ト 

1 塩尻町 1090

番地 

小坂田公園 ( 国 )20

号 

単独型 ○  7,080

㎡ 

2 木 曽 平 沢 木曽ならか ( 国 )19 一 般 型 ○  3,990
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2272 番地 7 わ 号 (国) ㎡ 

3 奈良井 1346

番の 3 

奈良井 

木曽の大橋 

( 国 )19

号 

一 般 型

(国) 

○  4,260

㎡ 

 

※ 活動拠点の役割 

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等の活動拠点 

  緊急交通路確保のための応急復旧活動拠点・放置車両等の移動先等 

2272 番地 7 わ 号 (国) ㎡ 

3 奈良井 1346

番の 3 

奈良井 

木曽の大橋 

( 国 )19

号 

一 般 型

(国) 

○  4,260

㎡ 

 

（新設） 

県の記載に合わせて

修正 
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【震災対策編】第２章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

 １ 情報の収集・連絡体制の整備 

  (2) 実施計画 

   ウ 県が実施する計画 

    (ｻ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等

の公表や安否情報の収集・精査を行う場合に備え、市町村等と連携の

上、予め一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。

（危機管理部） 

（略） 

 ３ 通信手段の確保 

  (2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 防災行政無線を整備し、老朽化した設備の更新を図る。 

 

(ｲ) 非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備を 

耐震性のある堅固な場所へ設置するよう努める。 

    (ｳ) 塩尻地区タクシー協議会との「災害時応援協定」により、災害情報 

の提供を積極的に受け、的確な被害状況把握などを行う。 

(ｴ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ） 

等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

 

 

 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

 １ 情報の収集・連絡体制の整備 

  (2) 実施計画 

   ウ 県が実施する計画 

   （新設） 

 

 

 

（略） 

３ 通信手段の確保 

  (2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 市内に一斉に情報を伝達することができる同報の防災行政無線を 

有効に運用する。 

(ｲ) 携帯電話、衛星携帯電話等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

  

(ｳ) 塩尻地区タクシー協議会との「災害時応援協定」により、災害情報 

の提供を積極的に受け、的確な被害状況把握などを行う。 

(ｴ) 東日本電信電話㈱の電気通信事業者により提供されている災害時 

優先電話等を効果的に活用するよう努める。また、災害用として配 

備されている無線電話等の機器については、その運用方法等につい 

て習熟に努める。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク 

機器等の停電対策を図る。 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて
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(ｵ) 震度情報ネットワーク、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、災害情 

報共有システム（Ｌアラート）、その他の災害情報等を瞬時に受信・伝 

達するシステムを維持・整備するよう努める｡ 

(ｶ) 災害用として配備されている無線電話等の機器については、その運 

用方法等について習熟に努める。 

         また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策 

を図る。 

イ 県が実施する計画 

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ 

－ＬＴＥ）等の移動系の応急対策機器の整備を図るものとする。（危 

機管理部、警察本部） 

(ｵ) 震度情報ネットワーク、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、災害情 

報共有システム（Ｌアラート）、その他の災害情報等を瞬時に受信・ 

伝達するシステムを維持・整備するよう努める｡ 

        （新設） 

 

 

 

   イ 県が実施する計画 

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機 

器の整備を図るものとする。（危機管理部、警察本部） 
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修正 



8 / 45 

【震災対策編】第２章第３節 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 防災中枢機能等の確保 

(1) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、 

災害に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用を

含めた自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備や、通

信途絶時に備えた衛星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 

また、保健福祉センターは、耐震性があり、非常発電装置を設置してある 

ため災害時の中枢施設と位置づけ、中枢機能を整備する。 

  (2) 実施計画 

ウ 県が実施する計画 

(ｲ) 地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき県庁西庁舎に整備した災害 

対策本部室（防災センター）、県警災害警備本部の機能を活用し、迅速か 

つ的確な応急対策活動を実施できるようにするものとする。（危機管理 

部、総務部、警察本部） 

第３節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 防災中枢機能等の確保 

(1) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備について 

は、災害に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、代替エネルギーシステムや電動車の活用を含めた自家発電設備 

ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備や、通信途絶時に備えた衛 

星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 

また、保健福祉センターは、耐震性があり、非常発電装置を設置してあ 

るため災害時の中枢施設と位置づけ、中枢機能を整備する。 

(2) 実施計画 

ウ 県が実施する計画 

(ｲ) 地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき県庁西庁舎に整備した災 

害対策本部室の機能及び県警災害警備本部の機能を有する（防災セン 

ター）を活用し、迅速かつ的確な応急対策活動を実施できるようにす 

るものとする。（危機管理部、総務部、警察本部） 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせ

て修正 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第２章第５節 

新 旧 修正理由・備考 

第５節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 医療用資機材等の備蓄 

(1) 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野県 

医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用医 

薬品等 43 品目を県下 13 箇所に、衛生材料 24 品目を県下６箇所に常時備 

蓄をするとともに、同組合及び同協会と県が平成 30 年 3 月新たに協定を 

結び、連携体制の強化を図ったところである。また、（一社）日本産業・医 

療ガス協会関東地域本部長野県支部との協定に基づき、医療ガスの確保を 

図っている。さらには、日本赤十字社長野県支部、（一社）長野県医師会、 

（一社）長野県歯科医師会、（一社）長野県薬剤師会等の関係機関において 

も備蓄を行い、災害発生時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用 

血液については、県下２箇所の血液センターに常時備蓄している。 

このような中で、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び連 

絡体制、医薬品等の搬送体制、保管・管理体制の整備が必要となるととも 

に、地域での中心的な役割を果たす病院における備蓄体制の強化につい 

て、災害医療体制全体の中での位置付けが必要となる。 

（略） 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

(2) 実施計画 

  ウ 関係機関・関係団体が実施する計画 

  (ｱ) 塩筑医師会、塩筑歯科医師会、松本薬剤師会、大学病院等は、災害拠 

第５節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 医療用資機材等の備蓄 

(1) 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野県 

医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用医 

薬品等 43 品目を県下 13 箇所に、衛生材料 24 品目を県下６箇所に常時備 

蓄をするとともに、同組合及び同協会と県が平成 30 年 3 月新たに協定を 

結び、連携体制の強化を図ったところである。また、（一社）日本産業・医 

療ガス協会関東地域本部長野県支部との協定に基づき、医療ガスの確保を 

図っている。さらには、日本赤十字社長野県支部、（一社）長野県医師会、 

（一社）長野県歯科医師会、（一社）長野県薬剤師会等の関係機関において 

も備蓄を行い、災害発生時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用 

血液については、県下３箇所の血液センターに常時備蓄している。 

このような中で、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び連 

絡体制、医薬品等の搬送体制、保管・管理体制の整備が必要となるととも 

に、地域での中心的な役割を果たす病院における備蓄体制の強化につい 

て、災害医療体制全体の中での位置付けが必要となる。 

（略） 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

(2) 実施計画 

    ウ 関係機関・関係団体が実施する計画 

塩筑医師会、塩筑歯科医師会、松本薬剤師会、大学病院等は、災害拠点病 

 

 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 
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点病院等を中心とした災害医療への協力体制について整備を行うもの 

とする。また、災害時における緊急救護所設置について、関係機関とあ 

らかじめ調整し、後方医療体制の確立を図るものとする。 

(ｲ) 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部付属病 

院は、ドクターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行うもの 

とする。 

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等が中期的にも活動を展開できる体

制の確立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を

担うチームへの円滑な引継ぎを図るため災害医療コーディネーター及び

災害時小児周産期リエゾンの確保に努めるものとする。 

また、慢性疾患患者の広域搬送についても、関係機関との合同訓練を通 

じて、円滑な搬送体制の確保に努めるものとする。 

院等を中心とした災害医療への協力体制について整備を行うものとする。

また、災害時における緊急救護所設置について、関係機関とあらかじめ調

整し、後方医療体制の確立を図るものとする 。 
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【震災対策編】第２章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

第６節 消防・水防活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 消防計画 

(1) 現状及び課題 

令和５年４月１日現在の本市の消防体制は、消防署数３、消防職員数 68

人、消防団数１、消防団員数 870 人である。 

大規模地震災害に対しては、消防力の強化のほか、初動体制等の活動体制

の整備、消防相互応援体制の整備及び市民等に対する火災予防の徹底等が

重要であることから、これらに留意した市における消防計画の作成、修正及

び当該計画の実施が必要である。 

なお、楢川地区については、「消防事務委託に関する規約」に基づき、木

曽広域連合が松本広域連合からその事務を委託されている。 

常備消防体制の現況（令和５年４月１日現在） 

区分 
職員数 

（人） 

 車 両 配 備 数 

普
通
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

化
学
消
防
車 

救
助
工
作
車 

救
急
自
動
車 

指
揮
広
報
車 

屈
折
は
し
ご
付
消
防
自
動
車 

重
機
搬
送
車 

計
台
数 

塩尻消防署 33 1 2 0 1 2 1 1 1 9 

広丘消防署 22 1 0 1 0 1 1 0 0 4 

木曽消防署北分署 13 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

合   計 68 3 2 1 1 4 3 1 1 16 

第６節 消防・水防活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 消防計画 

(1) 現状及び課題 

令和４年４月１日現在の本市の消防体制は、消防署数３、消防職員数 69

人、消防団数１、消防団員数 870 人である。 

大規模地震災害に対しては、消防力の強化のほか、初動体制等の活動体制

の整備、消防相互応援体制の整備及び市民等に対する火災予防の徹底等が重

要であることから、これらに留意した市における消防計画の作成、修正及び

当該計画の実施が必要である。 

なお、楢川地区については、「消防事務委託に関する規約」に基づき、木

曽広域連合が松本広域連合からその事務を委託されている。 

常備消防体制の現況（令和４年４月１日現在） 

区分 
職員数 

（人） 

車 両 配 備 数 

普
通
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

化
学
消
防
車 

救
助
工
作
車 

救
急
自
動
車 

指
揮
広
報
車 

屈
折
は
し
ご
付
消
防
自
動
車 

計
台
数 

塩尻消防署 34 1 1 0 1 2 1 1 6 

広丘消防署 22 1 0 1 0 1 1 0 4 

木曽消防署北分署 13 1 0 0 0 1 1 0 3 

合   計 69 3 1 1 1 4 3 1 13 

 

 

 

 

 

情報の更新 
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非常備消防体制の現況（令和５年４月１日現在） 

組   織 ポ ン プ 等 

区分 団数 分団数 団員数 

普
通
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車 

市
役
所
消
防
隊 

危
機
管
理
課
指
揮
車 

塩尻市消防団 1 7 870 8 38 1 2 
 

 

非常備消防体制の現況（令和４年４月１日現在） 

組   織 ポ ン プ 等 

区分 団数 分団数 団員数 

普
通
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車 

市
役
所
消
防
隊 

危
機
管
理
課
指
揮
車 

塩尻市消防団 1 7 870 8 38 1 2 
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【震災対策編】第２章第１０節 

新 旧 修正理由・備考 

第１０節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容  

１ 避難計画の策定等  

(2) 実施計画 

ア 県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、 

教育委員会）及び市町村が実施する計画 

  (ｱ) 県及び市町村は、土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設に対して、 

警戒避難体制の確立など防災体制の整備について助言する。 

  (ｲ) 県及び市町村は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な 

媒体により、親戚・知人宅等への分散避難や、感染症の自宅療養者等の 

災害時の対応に関する問い合わせ窓口等の情報を提供するものとする。 

 

イ 市が実施する計画 

（略） 

３ 避難所の確保  

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者、医 

療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所 

として指定避難所を指定するよう努める。特に、医療的ケアを必要とする 

者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要 

な配慮をするよう努める。 

（略） 

第１０節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容  

１ 避難計画の策定等  

(2) 実施計画 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

ア 市が実施する計画 

（略） 

３ 避難所の確保  

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者等の 

要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所として指定避難所を指定する 

よう努める。 

 

 

（略） 

 

 

県の計画に合わせ

て修正 
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   (ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホール 

トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器の 

ほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、 

要配慮者にも配慮する。 

また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可 

能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

（略） 

(ｼ) 「長野県避難所マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、長野県避難 

所 TKB スタンダード等を参考として、各避難所の運営マニュアル等の整 

備等に努める。 

（略） 

   (ﾂ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続 

的な確保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交 

換に努める。 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 市町村の避難所運営の参考となるよう「長野県避難所マニュアル策定 

指針」（令和４年３月改定）について新たな知見、近年発生した災害の教 

訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、良好な環境の確保のため、特 

にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド（睡眠）については、水準目 

標（以下「長野県避難所 TKB スタンダード」という。）を示すよう努める 

ものとする。（危機管理部） 

（略） 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホール 

トイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、 

洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮に 

ついて支援を行うものとする。 

 また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可 

能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行うもの 

   (ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホール 

トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器の 

ほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、 

要配慮者にも配慮する。 

 

 

（略） 

(ｼ) 「長野県避難所マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、長野県避難 

所 TKB スタンダード等を参考として、各避難所の運営マニュアル等の整 

備等に努める。 

（略） 

(ﾂ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続 

的な確保のために、専門家等と定期的な情報交換に努める。 

 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 市町村の避難所運営の参考となるよう「長野県避難所マニュアル策定 

指針」（令和２年７月改定）について新たな知見、近年発生した災害の教 

訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、良好な環境の確保のため、特 

にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド（睡眠）については、水準目 

標（以下「長野県避難所 TKB スタンダード」という。）を示すよう努める 

ものとする。（危機管理部） 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせ
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【震災対策編】第２章第２０節 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

 ３ 電気通信施設災害予防 

  (2) 実施計画 

東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天 

モバイルが実施する計画 

（略） 

４ 警察無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

警察通信施設は、警察本部、各警察署及び無線中継所のそれぞれの設備に 

耐震対策を実施している。特に無線中継所にあっては、平成６年度以降に建 

設したものは、鉄骨造りＡＬＣとする等、耐震性、不燃堅牢性について強化 

を図っている。また、地震による長期停電に備え、警察本部、各警察署及び 

主要無線中継所には、発動発電機が整備されている。 

無線多重回線については、２ルート化及びグループ化の構成となり、信頼 

性の向上を図っている。平成２７年度から４ヵ年にわたってヘリコプターテ

レビシステムの整備を行い、被災現場における情報収集体制の強化を図って

いる。災害に強い情報収集並びに連絡体制の強化を図るため、衛星通信設備

の整備を行う。 

なお、塩尻市移動系防災行政無線の配備により、発災時の情報交換向上を図 

っている。 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

 ３ 電気通信施設災害予防 

  (2) 実施計画 

東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、が実 

施する計画 

（略） 

４ 警察無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

警察通信施設は、警察本部、各警察署及び無線中継所のそれぞれの設備に 

耐震対策を実施している。特に無線中継所にあっては、平成６年度以降に建 

設したものは、鉄骨造りＡＬＣとする等、耐震性、不燃堅牢性について強化 

を図っている。さらに、災害による長期停電に備え、警察本部、各警察署及 

び主要無線中継所には、 発動 発電機が整備されている。また、 浸水による 

機器損傷を回避するため、通信施設は建物の上階に設置している。 

無線多重回線については、平成５年度に２ルート化の工事を完了し、信頼 

性の向上を図っている。 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第２章第２３節 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 地すべり対策 

(1) 現状及び課題 

本市は、地すべり地帯が存在している。建設部所管の地すべり危険箇所 

は６箇所、林務部所管の地すべり危険地区は１箇所、農政部所管の地すべ 

り危険箇所は１箇所あり、このうち１箇所が地すべり等防止法に基づく地 

すべり防止区域に指定されている。また、土砂災害防止法に基づく土砂災 

害警戒区域（地すべり）に６箇所が指定されている。（令和４年時点） 

（略） 

２ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、山腹崩 

壊危険地区 68 箇所、崩壊土砂流出危険地区 110 箇所、土砂崩壊危険箇所 11 

箇所である。（令和４年時点） 

（略） 

６ 土砂災害警戒区域の対策 

(1) 現状及び課題 

現在、土砂災害警戒区域は 445 箇所、そのうち土砂災害特別警戒区域は 

373 箇所指定されている。警戒区域内には、住宅もあるため、住民への情報 

提供に留意する必要がある。（令和４年時点） 

第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 地すべり対策 

(1) 現状及び課題 

本市は、地すべり地帯が存在している。建設部所管の地すべり危険箇所 

は６箇所、林務部所管の地すべり危険地区は１箇所、農政部所管の地すべ 

り危険箇所は１箇所あり、このうち１箇所が地すべり等防止法に基づく地 

すべり防止区域に指定されている。また、土砂災害防止法に基づく土砂災 

害警戒区域（地すべり）に６箇所が指定されている。（令和３年時点） 

（略） 

２ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区については、山腹崩 

壊危険地区 68 箇所、崩壊土砂流出危険地区 110 箇所、土砂崩壊危険箇所 11 

箇所である。（令和３年時点） 

（略） 

６ 土砂災害警戒区域の対策 

(1) 現状及び課題 

現在、土砂災害警戒区域は 445 箇所、そのうち土砂災害特別警戒区域は 

373 箇所指定されている。警戒区域内には、住宅もあるため、住民への情報 

提供に留意する必要がある。（令和３年時点） 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第２章第３２節 

新 旧 修正理由・備考 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

 ３ 学校等における防災教育の推進 

(ｲ) 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとす 

る。 

(ｳ) 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用 

して、次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動及 

び他の人や集団、地域の安全に役立つことができる態度や能力を養うものと 

する。 

ａ 防災知識一般 

ｂ 避難の際の留意事項 

ｃ 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

ｄ 具体的な危険箇所 

ｅ 要配慮者に対する配慮 

(ｴ) 教職員向けの指導資料の活用や、研修会の実施等により、教職員の安全・ 

防災意識の高揚を図るものとする。 

（略） 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種

資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、

広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努

めるものとする。 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

 ３ 学校等における防災教育の推進 

 （新設） 

 

  (ｲ) 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用 

して、次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動及 

び他の人や集団、地域の安全に役立つことができる態度や能力を養うものと 

する。 

ａ 防災知識一般 

ｂ 避難の際の留意事項 

ｃ 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

ｄ 具体的な危険箇所 

ｅ 要配慮者に対する配慮 

(ｳ) 教職員向けの指導資料の活用や、研修会の実施等により、教職員の安全・ 

  防災意識の高揚を図るものとする。 

（略） 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種 

資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、 

広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努 

めるものとする。 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑や

モニュメント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるもの

とする。 

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害 

に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等によ 

り、住民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に 

関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、

住民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 
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【震災対策編】第３章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

 ３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実 

施する。調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把 

握に努める。 

市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、次 

表の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等 

は、速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 

県松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体 

制の強化が必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本 

部）に対し情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。 

この場合、県危機管理防災課（応援・受援本部）は必要な職員を速やかに派遣 

するものとする。 

また、市、県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができ 

ないような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を 

収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に 

当該情報の報告に努めるものとする。 

市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制に検討に必要な情報で 

あるため、住民登録有無にかかわらず、当市の区域内で行方不明となった者に 

ついて、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協 

力を得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

（略） 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

 ３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実 

施する。調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把 

握に努める。 

市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、次 

表の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等 

は、速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 

県松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体 

制の強化が必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本 

部）に対し情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。 

この場合、県危機管理防災課（応援・受援本部）は必要な職員を速やかに派遣 

するものとする。 

また、市、県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができ 

ないような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を 

収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に 

当該情報の報告に努めるものとする。 

市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制に検討に必要な情報で 

あるため、住民登録有無にかかわらず、当市の区域内で行方不明となった者に 

ついて、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

  （新設） 

 

（略） 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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 ５ 災害情報の収集・連絡系統 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次 

のとおりである。 

      ア 被害報告等 

    (ｳ) 県（本庁）の実施事項 

e 危機管理防災課（災害対策本部室）は、要救助者の迅速な把握によ 

る救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村等 

と連携の上、安否不明者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・ 

精査することにより、速やかな安否不明者等の絞り込みに努める。 

f 危機管理防災課（災害対策本部室）は、掌握した被害状況を必要に応 

じ自衛隊の連絡班に連絡するものとする。 

g 危機管理防災課（応援・受援本部）は、地域振興局長から情報連絡員

（県本部リエゾン）等の応援派遣を求められたときは、危機管理部長

（災害対策本部室長）の指示により派遣の要否を決定するものとする。 

h 危機管理防災課（災害対策本部室）は、県等が実施する応急対策等に

ついて、長野県防災情報システム等により、地域振興局、被災市町村、

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関へ連絡するも

のとする。 

i 危機管理防災課（災害対策本部室）は市町村において通信手段の途絶

等が発生し、災害情報の報告が十分なされていないと判断するときは、

調査のための職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果

的活用等により、あらゆる手段を尽くして災害情報等の把握に努める

ものとする。また、通信途絶地域の被害状況について、「長野県地震被

害予測システム」を用いて被害を予測し、迅速な応急活動を行うものと

する。 

j 国が開催する連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被

災市町村等を通じて把握した被災地の状況等を関係省庁等に共有し、  

 ５ 災害情報の収集・連絡系統 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次 

のとおりである。 

      ア 被害報告等 

    (ｳ) 県（本庁）の実施事項 

        （新設） 

 

 

 

e 危機管理防災課（災害対策本部室）は、掌握した被害状況を必要に応 

じ自衛隊の連絡班に連絡するものとする。 

f 危機管理防災課（応援・受援本部）は、地域振興局長から情報連絡員 

（県本部リエゾン）等の応援派遣を求められたときは、危機管理部長 

（災害対策本部室長）の指示により派遣の要否を決定するものとする。 

g 危機管理防災課（災害対策本部室）は、県等が実施する応急対策等に 

ついて、長野県防災情報システム等により、地域振興局、被災市町村、 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関へ連絡するも 

のとする。 

h 危機管理防災課（災害対策本部室）は市町村において通信手段の途絶 

等が発生し、災害情報の報告が十分なされていないと判断するときは、 

調査のための職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果 

的活用等により、あらゆる手段を尽くして災害情報等の把握に努める 

ものとする。また、通信途絶地域の被害状況について、「長野県地震被 

害予測システム」を用いて被害を予測し、迅速な応急活動を行うものと 

する。 

（新設） 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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必要な調整を行うよう努める。 

(ｴ) 県現地機関等の実施事項 

ｃ 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興 

局総務管理（・環境）課及び県（本庁）の主管課に報告または連絡す 

るものとする。 

 （略） 

    イ 地震情報 

(ｲ) 震度速報 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名（長野県は北部、 

中部、南部の３地域）と地震の揺れの検知時刻を速報。 

 

(ｳ) 地震情報（震源に関する情報） 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが 

被害の心配はない」旨を付加して、地震の発生場所（震源）やその規 

模（マグニチュード）を発表。 

 

 

(ｴ) 地震情報（震源・震度に関する情報） 

震度３以上を観測、津波警報・注意報発表または若干の海面変動が 

予想される場合、緊急地震速報（警報）を発表のいずれかに該当する 

場合に発表する情報。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上 

     の地域名と市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある 

場合は、その市町村名を発表する。 

 (ｵ) 地震情報（その他の情報） 

 

(ｴ) 県現地機関等の実施事項 

ｃ 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興 

局総務管理課及び県（本庁）の主管課に報告または連絡するものとす 

る。 

（略） 

イ 地震情報 

(ｲ) 震度速報 

      震度３以上の大きな揺れを伴う地震が発生したことを知らせる情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名（長野県は北部、中 

部、南部の３地域）と地震の揺れの発現時刻をラジオ、テレビ等を通じ発表 

する。 

   (ｳ) 地震情報（震源に関する情報） 

震度３以上の地震が発生した場合に発表する情報。 

地震の震源要素（発生時刻、緯度、経度、深さ、地震の規模（マグニ 

チュード））、震央地名とともに「津波の心配なし」または「若干の海 

面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を発表する。 

ただし、津波警報・注意報を発表したときには、この情報は発表しな 

い。 

(ｴ) 地震情報（震源・震度に関する情報） 

震度３以上を観測した場合、津波警報・注意報を発表した場合、若干の 

海面変動が予想される場合、緊急地震速報（警報）を発表した場合のいず 

れかに該当するときに発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、地域震度と震度３以上が観測された市町村 

名を発表する。 

また、震度５弱以上になった可能性がある地域・市町村の震度情報が得 

られていない場合に、その市町村名を発表する。 

(ｵ) 地震情報（その他の情報） 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１ 

以上を観測した地震回数情報等を発表。 

(ｶ) 地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上の地震が発生した場合に発表する情報。 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規 

模（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある

場合は、その地点名を発表。 

(ｷ) 地震情報（推計震度分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度 

データをもとに、250ｍ四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情 

報として発表。 

 (ｸ) 長周期地震動に関する観測情報 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地震の発生場所（震 

源）やその規模（マグニチュード）、地域ごと及び地点ごとの長周期地 

震動階級等を発表。 

（略） 

 ６ 通信手段の確保 

(3) 県が実施する事項 

   カ 県消防防災ヘリコプター又は県警ヘリコプターによるテレビ 

画像情報の送信を行うものとする。（危機管理部、警察本部） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合に、震度１ 

以上を観測した地震の回数を知らせる情報。 

(ｶ) 地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上の地震が発生した場合に発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、県内及び隣接県内の震度観測点ごとの震度 

からなる。 

また、震度５弱以上になった可能性がある震度観測点の震度情報が得ら 

れていない場合に、その地点名を発表する。 

(ｷ) 地震情報（推計震度分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度 

データをもとに、１km四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情 

報として発表。 

   （新設） 

 

 

 

 

（略） 

 ６ 通信手段の確保 

(3) 県が実施する事項 

  カ 県（警察）有ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信を行うものとする。 

（警察本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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【震災対策編】第３章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 非常勤参集職員の活動 

第３ 活動の内容 

活動体制一覧 

部局名 
事前 

体制 

警戒

体制 

非常 

体制 

緊急体制 

(全体体制) 

総務部 

危機管理課 2 全員 全員 

全員 

総務人事課（部長

含む） 

  
担当係

長以上 

税務課   
担当係

長以上 

債権管理課   
担当係

長以上 

企画政策部  

企画課（部長含む）   
担当係

長以上 

デジタル戦略課 
 

 
担当係

長以上 

秘書広報課   
担当係

長以上 

財政課   
担当係

長以上 

公共施設マネジメ

ント課 
  

担当係

長以上 

市民地域部 

生活環境課（部長

含む） 

 
 
担当係

長以上 

市民課 
 

 
担当係

長以上 

地域づくり課 
 

 
担当係

長以上 

  
 

  

第２節 非常勤参集職員の活動 

第３ 活動の内容 

活動体制一覧 

部局名 
事前

体制 

警戒

体制 

非常 

体制 

緊急体制 

(全体体制) 

総務部 

危機管理課 2 全員 全員 

全員 

総務人事課（部長含

む） 

  
担当係

長以上 

税務課   
担当係

長以上 

債権管理課   
担当係

長以上 

公共施設マネジメン

ト課 
  

担当係

長以上 

企画政策部  

企画課（部長含む）   
担当係

長以上 

秘書広報課   
担当係

長以上 

財政課   
担当係

長以上 

デジタル戦略課   
担当係

長以上 

市民生活事業

部 

生活環境課（部長含

む） 

 
 
担当係

長以上 

市民課 
 

 
担当係

長以上 

地域づくり課 
 

 
担当係

長以上 

  
 

  

 

 

組織再編により修

正 
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健康福祉部 地域 共生推進課

（部長含む） 

担当係

長以上 

福祉支援課   
担当係

長以上 

介護保険課   
担当係

長以上 

健康づくり課   
担当係

長以上 

農林部 

農政課（部長含む）   
担当係

長以上 

耕地林務課 
 

 
担当係

長以上 

商工観光部 

商工課（部長含む）   
担当係

長以上 

観光プロモーショ

ン課 
  

担当係

長以上 

先端産業振興室、

ゼロカーボン・GX

推進プロジェクト 

  
担当係

長以上 

建設部 

建設課（部長含む）   
担当係

長以上 

都市計画課 
 

 
担当係

長以上 

建築住宅課 
 

 
担当係

長以上 

交流文化部 

社会教育スポーツ

課（部長含む） 

 
 
担当係

長以上 

文化財課   
担当係

長以上 

市民交流センター   
担当係

長以上 

図書館   
担当係

長以上 

健康福祉事業

部 

福祉課（部長含む） 担当係

長以上 

長寿課   
担当係

長以上 

健康づくり課   
担当係

長以上 

新型コロナウイルス

感染症 

ワクチン接種推進室 

  
担当係

長以上 

産業振興事業

部 

産業政策課（部長含

む） 
  

担当係

長以上 

先端産業振興班 
 

 
担当係

長以上 

観光課   
担当係

長以上 

農林課（部長含む）   
担当係

長以上 

建設事業部 

建設課（部長含む）   
担当係

長以上 

都市計画課   
担当係

長以上 

建築住宅課 
 

 
担当係

長以上 

生涯学習部 

社会教育スポーツ課

（部長含む） 

 
 
担当係

長以上 

文化財課 
 

 
担当係

長以上 

市民交流センター   
担当係

長以上 

図書館   
担当係

長以上 
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こども 

教育部 

こども未来課（部

長含む） 

 
 
担当係

長以上 

教育施設課   
担当係

長以上 

学校教育課   
担当係

長以上 

保育課   
担当係

長以上 

水道事業部 

上水道課（部長含

む） 

 
 
担当係

長以上 

下水道課 
 

 
担当係

長以上 

会計課   
担当係

長以上 

議会事務局   
担当係

長以上 

選挙管理委員会事務局   
担当係

長以上 

農業委員会   
担当係

長以上 
 

こども 

教育部 

教育総務課（部長含

む） 

担当係

長以上 

こども課   
担当係

長以上 

家庭支援課   
担当係

長以上 

子育て支援センター   
担当係

長以上 

水道事業部 

上水道課（部長含む） 
 

 
担当係

長以上 

下水道課 
 

 
担当係

長以上 

会計課   
担当係

長以上 

議会事務局   
担当係

長以上 

選挙管理委員会事務局   
担当係

長以上 

農業委員会   
担当係

長以上 
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【震災対策編】第３章第２節 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

＜塩尻市災害対策本部組織図 組織名称修正＞ 

 

変更前 変更後 

市民生活部 市民地域部 

産業振興部 農林部 

商工観光部 

生涯学習部 交流文化部 

福祉班 地域共生班 

福祉支援班 

長寿班 介護保険班 

農林班 農政班 

耕地林務班 

産業政策班 商工班 

観光班 観光プロモーション班 

先端産業振興班 先端産業、ゼロカーボン・GX 推進プロ

ジェクト班 

教育総務班 学校教育班 

教育施設班 

家庭支援班 こども未来班 

こども班 保育班 
 

＜塩尻市災害対策本部組織図 組織名称修正＞ ※左記参照 

 

 

組織再編により修

正 
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【震災対策編】第３章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本計画 

 

① 東海地震に関連する情報の１つで

ある東海地震注意情報が発表された

場合 

② 東海地震に係る警戒宣言が発せら

れ、地震災害警戒本部が設置された

場合 

③ 東海地震が発生し、その災害に対

処するために緊急災害対策本部が設

置された場合 

  また、事前の情報が発表されるこ

となく、東海地震が突発的に発生し

た場合 

・「東海地震応急対策活動要領」（平成

15年12月16日中央防災会議決定、平

成18年４月21日修正） 

・「東海地震応急対策活動要領」に基づ

く具体的な活動内容に係る計画」（平

成16年６月29日中央防災会議幹事会

申合せ、平成18年４月21日修正） 

 

①地震発生時の震央地名の区域が、「南

海トラフの巨大地震モデル検討会」に

おいて設定された想定震源断層域と重

なる区域であり、中部地方、近畿地方及

び四国・九州地方のいずれの地域にお

いても、震度６強以上の震度の観測又

は大津波警報の発表のいずれかがあっ

た場合 

②「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」において設定された想定震源断層

域と重なる区域でⅯ８．０以上の地震

が発生し、「南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）」が発表される可能性

がある場合 

・南海トラフ地震防災対策推進基本計

画（平成26年３月28日中央防災会議

決定）・「南海トラフ地震における具

体的な応急対策活動に関する計画」

（平成27年３月30日中央防災会議幹

事会決定、令和４年６月改定） 

第３節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本計画 

 

① 東海地震に関連する

情報の１つである東海

地震注意情報が発表さ

れた場合 

② 東海地震に係る警戒

宣言が発せられ、地震

災害警戒本部が設置さ

れた場合 

③ 東海地震が発生し、

その災害に対処するた

めに緊急災害対策本部

が設置された場合 

  また、事前の情報が

発表されることなく、

東海地震が突発的に発

生した場合 

・「東海地震応急対策活

動要領」（平成15年12月

16日中央防災会議決

定、平成18年４月21日

修正） 

・「東海地震応急対策活

動要領」に基づく具体

的な活動内容に係る計

画」（平成16年６月29日

中央防災会議幹事会申

合せ、平成18年４月21

日修正） 

 

 

 

 

 

 

・「南海トラフ地震防災

対策推進基本計画」（平

成26年３月28日中央防

災会議決定） 

・「南海トラフ地震にお

ける具体的な応急対策

活動に関する計画」（平

成27年３月30日中央防

災会議幹事会申合せ） 

東京湾北部地震（東京湾

北部を震源とするマグニ

チュード７．３の地震）

及びその他東京23区で震

度６強を観測する程度の

地震が発生し、その災害

に対処するために緊急災

害対策本部が設置された

場合 

・「首都直下地震応急対

策活動要領」（平成18年

４月21日中央防災会議

決定、平成22年１月15

日修正） 

・「首都直下地震応急対

策活動要領」に基づく

具体的な活動内容に係

る計画（平成20年12月

11日中央防災会議幹事

会申合せ） 
 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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東京23区の区域において、震度６強以

上の震度が観測された場合、又は東京

23区の区域において震度６強以上の震

度が観測されない場合においても、１

都３県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県）の区域において相当程度の被害

が生じていると見込まれる場合 

・「首都直下地震における具体的な応

急対策活動に関する計画」（平成28年

３月29日中央防災会議幹事会決定、

令和４年６月改定） 
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【震災対策編】第３章第１１節 

新 旧 修正理由・備考 

第１１節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動内容 

１ 避難指示  

(2) 実施計画  

ウ 避難指示及び報告、通知等  

(ｴ) 警察官の行う措置  

 

 

ａ 指示 

二次災害等の危険場所等を把握するため、各警察署毎に調査班を編 

成し、住宅地域を中心に区域を定めて調査を実施する。 

把握した二次災害危険場所等については、市町村災害対策本部等に 

伝達し、避難指示等の発令を促す。 

さらに、的確な避難の指示・誘導を行うため、災害警備本部等が各 

現場における避難の指示・誘導を一元的に統制できる体制の整備と通 

信手段を確保する。 

(a) 住民の生命、身体の安全を最優先とした避難・誘導に努めること。 

(b) 市町村関係者と緊密な連絡体制を保持すること。 

(c) 市長村長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市町村 

長から要求のあったときは、警察官は災害対策基本法第 61 条によ 

り、必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に 

対し、避難のための立ち退き又は緊急安全確保措置を指示する。 

この避難指示に従わない者に対する直接強制は認められない。 

(d) 被害発生の危険が急迫した場合には、警察官職務執行法第４条に 

第１１節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動内容 

１ 避難指示  

(2) 実施計画  

ウ 避難指示及び報告、通知等  

(ｴ) 警察官との連携 

警察官との連携を深めるとともに、警察官との情報交換を行い、 

措置を講じるものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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基づいて関係者に警告を発し、または避難させる強制手段を講ず 

る。 

(e) 避難のための指示を行うにあたっては、関係機関と協力し、広報 

車等により、避難の理由、指定緊急避難場所、避難路等を明確に指 

示し、迅速な周知徹底を図る。 

(f) 被災地域、災害危険個所等の現場の状況を把握したうえ、安全な 

避難経路を選定し、避難場所へ避難誘導を行う。 

  (g) 避難誘導にあたっては、高齢者及び障がい者等避難行動要支援者 

については可能な限り車両等を活用して避難誘導を行うなど、その 

措置に十分配慮する。 

  (h) 警察署に一次的に受け入れた避難住民については、市町村等の指 

定避難所の整備が整った段階で当該施設に適切に誘導する。 

      (i) 被留置者の避難等の措置につき、迅速に判断し、これを的確に実 

施する。 

ｂ 報告、通知 

(a) 上記ａ(c)による場合（災害対策基本法第 61 条） 

 

 

(b) 上記ａ(d)による場合（警察官職務執行法第４条） 

 

４ 避難所の開設・運営 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の 

ため、受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な 

避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じ 

るよう努めるものとする。 

    また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 報告、通知 

(a) 市長による避難の指示ができないと認めるときまたは市長が 

警察官に要求した場合の避難のための立ち退きの指示（災害対策 

基本法第 61 条） 

      (b) 災害発生の危険が急迫した場合に警告、避難の強制手段を講じ 

た場合（警察官職務執行法第４条） 

４ 避難所の開設・運営 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の 

ため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確 

保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものと 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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スペース等での受け入れを適切に行う。   
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【震災対策編】第３章第３７章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第３７節 ボランティアの受入体制 

 

第３ 活動の内容 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

災害対策本部のボランティア担当は福祉課とし、市立体育館駐車場の一

部及びレザンホール地下ギャラリーをボランティアの活動拠点として、必

要に応じ物資等の提供を行い、ボランティア活動の支援を行う。 

 

第３７節 ボランティアの受入体制 

 

第３ 活動の内容 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

災害対策本部のボランティア担当は福祉課とし、保健福祉センターをボ

ランティアの活動拠点として、必要に応じ物資等の提供を行い、ボランテ

ィア活動の支援を行う。 

 

 

 

 

関係課の要望によ

り修正 
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【震災対策編】第５章第４節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

 ３ 防災関係機関が実施する計画 

  (4) 東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、 

楽天モバイル㈱ 

 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

 ３ 防災関係機関が実施する計画 

  (4) 東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱ 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第５章第５節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第５節 避難活動等 

 

第２ 活動の内容 

１ 避難指示 

(1) 市が実施する計画 

   イ 避難対象地区の市民等に、広報車、防災行政無線等の手段を活用し、地 

区の範囲、指定緊急避難場所、避難路及び避難指示の伝達方法等について 

十分徹底を図る。 

(略) 

 ５ 避難活動 

(1) 市が実施する計画 

  イ 避難所の設置及び運営については、次により行う。 

(ｲ) 避難所で避難生活をする者は、避難指示を受けた者、帰宅困難者、滞 

留旅客等で、居住する場所を確保できない者とする。 

なお、帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、帰宅支援等必要な支援 

を講ずる。 

第５節 避難活動等 

 

第２ 活動の内容 

１ 避難の勧告または指示 

(1) 市が実施する計画 

   イ 避難対象地区の市民等に、広報車、防災行政無線等の手段を活用し、地 

区の範囲、指定緊急避難場所、避難路及び避難指示等の伝達方法等につい 

て十分徹底を図る。 

(略) 

 ５ 避難活動 

(1) 市が実施する計画 

  イ 避難所の設置及び運営については、次により行う。 

(ｲ) 避難所で避難生活をする者は、避難指示等を受けた者、帰宅困難者、 

滞留旅客等で、居住する場所を確保できない者とする。 

なお、帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、帰宅支援等必要な支援 

を講ずる。 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第５章第１０節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１０節 防災関係機関の講ずる措置 

 

第２ 活動の内容 

 ２ 通信（東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、 

楽天モバイル㈱） 

（略） 

第１０節 防災関係機関の講ずる措置 

 

第２ 活動の内容 

 ２ 通信（東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱） 

 

（略） 

 

 

県の計画の記載に

合わせて修正 
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【震災対策編】第６章第１節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 総則 

 

第１ 目的 

「南海トラフ地震に関する事前対策活動」は、南海トラフ地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法第３条の規定に基づく南海トラフ地震に係る地震防

災対策推進地域（以下「推進地域」という。）を中心に、南海トラフ地震臨時情報

が発表された場合、後発地震に備えるためにとるべき対策を定め、防災対策の推

進を図ることを目的とする。 

第１節 総則 

 

第１ 目的 

「南海トラフ地震に関する事前対策活動」は、南海トラフ地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法第３条の規定に基づく南海トラフ地震に係る地震防

災対策推進地域（以下「推進地域」という。）を中心に、南海トラフ地震臨時情報

が発表された場合にとるべき対策を定め、防災対策の推進を図ることを目的とす

る。 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせて修正 
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【震災対策編】第６章第２節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 

 

第３ 防災関係機関の体制 

 ３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表時の体制 

（略） 

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 

 

第３ 防災関係機関の体制 

 ３ 南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等発表時の体制 

（略） 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第６章第４節 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

２ 県が実施する計画（危機管理部、企画振興部） 

イ  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

(ｵ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

      日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災対応を 

とること等 

ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

(ｵ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

      日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災対応を

とること等 

 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

２ 県が実施する計画（危機管理部、企画振興部） 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等 

(ｱ) 南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）等の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

（新設） 

 

 

ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

（新設） 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第６章第７節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第７節 住民の防災対応 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報発表前に実施する事項 

１ 推進地域内（塩尻市は域外） 

住民は、南海トラフ地震臨時情報発表時に、あわてて水・食料等の備蓄や家 

具の固定をすることがないよう、日頃からの突発地震への備えについて住民一 

人ひとりが検討・実施するものとする。 

第７節 住民の防災対応 

 

第２ 南海トラフ臨時情報発表前に実施する事項 

１ 推進地域内（塩尻市は域外） 

住民は、南海トラフ地震臨時情報発表時に、あわてて水・食料等の備蓄や家 

具の固定をすることがないよう、日頃からの突発地震への備えについて住民一 

人ひとりが検討・実施するものとする。 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせて修正 
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【震災対策編】第６章第９節 

新 旧 修正理由・備考 

第９節 防災関係機関の取るべき措置 

 

第１ 基本方針 

防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された 

場合、個々の状況に応じて、後発地震に対して警戒する措置を行うものとし、 

その措置についてあらかじめ計画に定める。 

 

第２ 活動の内容 

６ 防災関係機関が自ら管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合 

において、後発地震に備えた自らが管理等を行う施設等に関する対策として、 

施設利用者の安全確保及び機能確保のため、速やかに点検等を行うものとす 

る。 

なお、具体的な対策は施設毎に定めるものとし、市又は県以外が管理する施 

設の管理者においても対策を講じるものとする。 

(1) 防災上重要な施設に関する対策 

市及び県は、特に、後発地震の発生後においても、防災上重要な施設（災 

害対応対策の実施上大きな役割を果たすことが期待できるもの）について、 

その機能を果たすため、体制を整えるとともに、必要な措置を講ずるものと 

する。 

 ア 道路等（橋梁、トンネル、砂防施設、法面、林道を含む）【建設部、林務

部】 

危険度が高いと予想されるものについて、通行止め等、管理上必要な措 

置を行う。 

 イ 河川・ダム 

第９節 防災関係機関の取るべき措置 

 

第１ 基本方針 

防災関係機関は、南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された 

場合、個々の状況に応じて、後発地震に対して警戒する措置を行うものと 

し、その措置についてあらかじめ計画に定める。 

 

第２ 活動の内容 

６ 防災関係機関が自ら管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

（新設） 

 

 

 

 

 

(1) 市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され 

た場合において道路管理上必要な措置を講ずるものとする。この場合に 

おいて、市及び県は、橋梁、トンネル及び法面のうち、危険度が特に高 

いと予想されるものに留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせて修正 
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  (ｱ) 河川【建設部】 

    水位計、監視カメラ等の動作確認等、施設の管理上必要な操作、非常 

用発電装置の準備、点検準備、その他の措置を行う。 

(ｲ) ダム【建設部・企業局】 

   施設点検、貯水量の調整等に係る操作方法の確認等の措置を行う。 

ウ ため池・用水路【農政部】 

施設点検、貯水量の調整等に係る操作方法の確認等の措置を行う。 

エ 松本空港【企業振興部】 

 滑走路閉鎖・空港内への立入規制、空港内の被害状況の把握、エプロンの 

使用制限等の必要な措置を行う。 

オ 庁舎、合同庁舎その他災害応急対策上重要な施設【各部局】 

 非常用発電設備、無線通信機器等通信手段の確認、自衛消防団の活動確認 

等を行う。 

 また、災害対策本部等運営に必要な資機材及び緊急車両等の確保を行う。 

(2) 多数の者が出入りする施設に関する対策 

学校、社会福祉施設、社会教育施設、社会体育施設、博物館、美術館、図書 

館、動物園等の多数の者が出入りする施設の管理上の措置の共通事項として以 

下の対応を行うものとする。 

・入場者等への情報伝達 

・入場者等の安全確保のための退避等の措置 

・施設の防火点検及び設備、備品等の転倒・落下・破損防止措置 

・出火防止措置 

・水、食料等の備蓄 

・消防設備の点検、整備 

・非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピューター等 

情報を入手するための機器の整備 

 また、以下のとおり各施設の管理上の措置を行うものとする。 

ア 県立高等学校・特別支援学校等【県教育委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され 

た場合、庁舎等公共施設のうち、後発地震の発生後における災害応急対 

策の実施上大きな役割を果たすことが期待できるものについて、その機 

能を果たすた め、必要 な措置を講ずるものとする。この場合において、 

市及び県 は、非常用発電装置の準備、水や食料等の備蓄、コンピュータ 

ー・システム等重要資機材の点検その他所要の措置を実施するための体制 

を整備するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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  日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震による災害リス 

クを考慮し、児童生徒や教職員等の身の安全を守ることを最優先に、各校の 

判断により安全確保のための適切な措置を行う。 

  なお、「臨時情報（巨大地震警戒）」が発表されたときは、次の対応とする。 

・推進地域内のうち土砂災害警戒区域等に所在する学校については、学校 

での災害リスクを考慮し、原則臨時休校とする（１週間程度）。 

・上記以外の学校については、土砂災害警戒等を経由して通学する児童生 

徒等について、通学の安全が確保できない場合には登校させないなど、 

安全確保のための措置を行う。 

   イ 県立学校【県教育委員会以外の各部局が所管する学校等】 

後発地震発生による災害リスクを考慮し、児童生徒等に対する安全確保 

のための措置を行う。 

ウ 保育園、小・中学校等（市等所管） 

児童生徒等の年齢も考慮の上、地域や家庭環境に応じた対応を行い、後発 

地震発生による災害リスクを考慮した安全確保のために措置を行う。 

エ 社会福祉施設【健康福祉部】 

重度障がい者、高齢者等、移動することが困難な者等について、個々の状 

況に応じた安全確保のための必要な措置を行う。 

オ 病院・診療所等【健康福祉部】 

患者・入所者の安全確保及び避難に備えた対応の確認、施設点検、患者搬 

送計画の策定等の必要な措置を行う。また、搬送増加が想定される負傷者の 

受入れ等に備えた必要な措置を行う。 

カ 上水道施設【企業局、環境部】 

処理機能の確保等、施設の管理上必要な操作、非常用発電装置の準備、点 

検その他の措置を行う。 

キ 警察本部の所管する施設（警察署、警察学校、運転免許センター等） 

車両、資機材の被災を防止する措置を行うとともに、非常用電源設備の点 

検、来庁者に対する安全確保のための必要な措置を行う。 
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(3) 工事中の公共施設、建築物、その他【各部局】 

後発地震発生時の対応について、各監督員が現場代理人等と情報を共有し、 

工事中断の判断や資機材の落下防止等、工事中の建築物その他の工作物又は 

施設について安全確保上必要な措置を行う。 

(4) 防災関係機関は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警 

戒）等が発表された場合の緊急点検、巡視の実施必要箇所を選定し、必要な実 

施体制を整備するものとする。 

 （削除） 

(3) 市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、 

動物園等特殊施設について、後発地震の発生後の危険防止の観点から所要 

の措置を講ずる 。 

 

(4) 防災関係機関は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震 

警戒）等が発表された場合の緊急点検、巡視の実施必要箇所を選定し、必 

要な実施体制 を整備するものとする。 

(5) 防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表 

された場合における工事中の建築物その他の工作物又は施設について安 

全確保上実施すべき措置を講ずるものとする。 

県の記載に合わせ

て修正 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第６章第１１節 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１１節 地震防災上必要な教育及び広報活動計画 

 

第１ 基本方針 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、市民があわてて地震

対策をとることがないよう、機会を捉えて、日頃からの地震への備え等について

周知することが重要である。 

また、市民は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行いつつ、

一定期間、できるだけ安全な行動をとることが重要であり、普段以上に地震に備

えて警戒するという心構えを持つことが必要である。 

そのため、市及び県は、南海トラフ地震臨時情報の発表により、大規模地震の

発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合、直ちに地震が起きるといっ

た誤解により、避難者の殺到等の社会的混乱が発生しないように努めるととも

に、あらゆる機会を捉えて、南海トラフ地震臨時情報等の内容や、情報が発表さ

れた場合に取るべき対応について広報に努め、実際に防災対応をとる際に、市民

が情報を正しく理解し、あらかじめ検討した対応を冷静に実施できるよう広報を

行う。 

第１１節 地震防災上必要な教育及び広報活動計画 

 

第１ 基本方針 

市及び県は、南海トラフ臨時情報が発表された場合、市民があわてて地震対策

をとることがないよう、機会を捉えて、日頃からの地震への備え等について周知

することが重要である。 

また、市民は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行いつつ、

一定期間、できるだけ安全な行動をとることが重要であり、普段以上に地震に備

えて警戒するという心構えを持つことが必要である。 

そのため、市及び県は、南海トラフ地震臨時情報の発表により、大規模地震の

発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合、直ちに地震が起きるといっ

た誤解により、避難者の殺到等の社会的混乱が発生しないように努めるととも

に、あらゆる機会を捉えて、南海トラフ地震臨時情報等の内容や、情報が発表さ

れた場合に取るべき対応について広報に努め、実際に防災対応をとる際に、市民

が情報を正しく理解し、あらかじめ検討した対応を冷静に実施できるよう広報を

行う。 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


